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 解 説  

 

１．現地法人の解散と持分譲渡の比較 

事業撤退の方法には、大きく分けて解散・持分譲渡があり、それぞれの主なメリ

ットとデメリットは、次のとおりです。 

 

 解散 持分譲渡 

メリット 

・独資企業の場合は、本社の意向に

もとづき、単独で手続きを進める

ことができる。 

・企業の優良部門を、資産または事

業別に売却できる可能性がある。 

・持分譲渡先が見つかれば、短期間

で手続きが終了する。 

※最高意思決定機関の決議、投資認可

機関への届出等が必要 

 

デメリット 

・各行政機関での閉鎖手続きのほ

か、従業員の整理等の煩雑な対応

が必要となる。 

・解散手続きが完了し、日本に残余

財産の送金が可能になるまで長

期間を要する。 

・持分譲渡先を見つけることが難

しい。 

・資産評価が適正になされない。売

却条件が不利となりやすい。 

 ※上表は、当該企業がネガティブリストの規制業種、現地の独占禁止法等に該当しない場合 

 

Ｑ． 

当社は中国に製造拠点を有していますが、人件費の高騰や納入先の移転に伴

い、事業採算が合わなくなってきました。中国からの撤退を検討したいのです

が、どのような方法が考えられますか？（製造業） 

 

Ａ． 

事業撤退の方法には、大きく分けて解散・持分譲渡があります。比較的短時間

で手続きが終了するのは持分譲渡ですが、譲渡先を見つけられなかった場合は、

解散を選択する必要があります。 

中国からの撤退は従前に比べると簡便になりましたが、依然として進出以上

に難しいといわれています。日本親会社側で専門家とよく相談し、十分な準備を

整えておくことが肝要です。 

 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/17_China_Withdrawal.pdf

